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資　　料　　目　　次

第2回鳥取県最低賃金専門部会

（令和６年７月30日）

資　　　　　　料

令和６年度鳥取県最低賃金の改正に係る書面による意見聴取結果（令和６年７月26日現在）

令和4年分民間給与実態統計調査結果について（令和５年９月）（国税庁企画課）

令和３年度鳥取県県民経済計算：主要指標



使用者 労働者 使用者 労働者 使用者 労働者

8 8 7 6 87.5 75.0

8 8 6 5 75.0 62.5

8 8 5 7 62.5 87.5

8 8 7 7 87.5 87.5

10 10 7 8 70.0 80.0

6 6 6 5 100.0 83.3

8 8 6 5 75.0 62.5

8 8 5 3 62.5 37.5

10 10 4 5 40.0 50.0

6 6 5 4 83.3 66.7

8 8 4 4 50.0 50.0

8 8 7 7 87.5 87.5

8 8 7 7 87.5 87.5

8 8 8 5 100.0 62.5

112 112 84 78 75.0 69.6

12 12 7 6 58.3 50.0

124 124 91 84 73.4 67.7

　依頼

使用者 労働者 使用者 労働者 使用者 労働者

市 35 35 39 39 74 74

郡部 25 25 13 13 38 38

計 60 60 52 52 112 112

　回答結果

使用者 労働者 使用者 労働者 使用者 労働者 使用者 労働者

市 20 21 33 25 53 46 71.6 62.2

郡部 20 21 11 11 31 32 81.6 84.2

計 40 42 44 36 84 78 75.0 69.6

回答率(%) 66.7 70.0 84.6 69.2 75.0 69.6

【道路旅客運送業（の内タクシー業）】

　依頼

　回答結果

1～9人

合　　計

1～9人

卸売業、小売業

生活関連サービス業、娯楽業

1

2

3

4

5

回答率(%)

1～9人

10～29人 計

1～9人

計

10～29人

1～9人

10～29人

10～29人

東部 4

10～29人
製造業

10～29人

1～9人

医療、福祉

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

使用者

規模

10～29人

1～9人

10～29人

業　種

労働者

1～9人

サービス業（他に分類されないもの） 7

令和６年度　鳥取県最低賃金の改正に係る書面による意見聴取結果

小　　計

道路旅客運送業（の内タクシー業） －

R6.7.26現在

回収状況

10～29人

1～9人

区分

6

東部

中部

計

西部

使用者

1

7

4

西部 5 5

80.0

33.3

労働者

2 3

4

58.3

中部 3 3

計 12 12

1

6

2

50.0

依頼数

75.0

40.0

33.3

回収率（%）

回答率(%)

労働者使用者

50.0
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R6.7.26 現在
問１①　今年賃金改定を行いましたか

47 52%
44 48% 46 98%
0 0% 1 2%
91 100% 0 0%

47 100%

12 27.3%
25 56.8%
7 15.9%
44 100%

問１②　賃金改定した（する）うえで重視したもの 問１③　賃金改定を行わない、又は賃下げを行ったうえで
（複数回答） 　　重視したもの （複数回答）

51 43% 13 24%
6 5% 8 15%
5 4% 19 35%
35 29% 7 13%
14 12% 3 5%
6 5% 3 5%
2 2% 2 4%
119 100% 55 100%

問２①　最近３年間の改定状況について

50 55% 54 59% 60 66%
0 0% 0 0% 0 0%
38 42% 35 38% 29 32%
3 3% 2 2% 2 2%
91 100% 91 100% 91 100%

問３　今年上半期の業況は昨年下半期と比較して 問４　今年下半期の業況は今年上半期と比較して
19 21% 14 15%
32 35% 47 52%
39 43% 26 29%
1 1% 1 1%
91 100% 3 3%

91 100%

問５　下請事業者への業務の発注について ※ 製造業のみの回答

　①②　昨年６月以降の発注単価の変動について

8

4 100% ③過去５年間の下請との取引条件の変更について

変動あり（上がった） 2 50% 4 100%

変動あり（下がった） 0 0% 0 0%

変動あり（無回答） 0 0% 0 0%

変動なし 2 50% 4 100%

1

13

下請に発注していない

無回答

無回答

合計

下請に発注している

上昇

合計

無回答

はい
いいえ

令和２年

合計

変わらない

無回答
合計

賃下げ

令和６年度　鳥取県最低賃金の改正に係る意見聴取結果(使用者)

賃金改定を行ったと回答した使用者のうち

令和３年

賃金改定を行わなかったと回答した使用者のうち

労働力の定着・確保
原材料費・エネルギー費等の価格転嫁状況

収益の増加
従業員の生活支援
同業他社の賃金動向

その他

合計

下降
無回答

改定していない

賃上げ

上昇
変わらない

賃上げした
賃下げした
無回答
合計

今後改定を予定している
今後改定を予定していない

令和４年

その他

無回答
合計

同業他社の賃金動向

合計

原材料費・エネルギー費等の価格転嫁状況

手元資金の確保
収益の減少

人件費・労務費の増加

無回答

下降

無回答
わからない

変更なし

変更した

無回答

合計

合計
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問６　他の業者からの下請の受注について ※ 製造業のみの回答

　①②　昨年６月以降の受注単価の変動について

5

7 100% ③過去５年間での下請受注条件の変更について

変動あり（上がった） 3 43% 5 71%

変動あり（下がった） 0 0% 2 29%

変動あり（無回答） 1 14% 0 0%

変動なし 3 43% 7 100%

1

13

問７①　鳥取県最低賃金が定められていることについて

89 98% 83 93%

2 2% 3 3%

0 0% 3 3%
91 100% 89 100%

39 19% 33 17%
6 3% 6 3%
41 20% 34 18%
28 14% 23 12%
21 10% 22 12%
34 17% 34 18%
2 1% 3 2%
27 13% 27 14%
8 4% 7 4%
206 100% 189 100%

45 49% 1 2%
41 45% 1 2%
0 0% 1 2%
1 1% 2 4%
4 4% 6 13%

合計 91 100% 1 2%
7 16%
17 38%

問９　タクシー事業者のみ回答 1 2%

　①　タクシー運転手の基本給の形態は主としてどれですか。 2 4%
4 57% 3 7%
2 29% 1 2%
1 14% 2 4%
0 0% 合計 45 100%
7 100%

1 50% 11 12%
1 50% 33 36%
0 0% 23 25%
2 100% 24 26%

91 100%

合計

問１０　最低賃金の引き上げに向けた中小企業・小規模事
業者への支援策があることについて

合計

　②　完全歩合給制で最低賃金を定めている場合、その定め
　　を明文化していますか

無回答

明文化している

無回答

明文化していない

無回答

950　円
1000　円
1004　円
1200　円

無回答
不明
1500　円

市町村広報誌

改定する必要はない
どちらともいえない

無回答
分からない

固定給のみ

固定給＋歩合給
完全歩合給

商工会等の会報誌
その他
合計

問８　「鳥取県最低賃金」の改定についてどう思われますか。

改定するべき

会合

ラジオ

知っていた

知っていたと回答した使用者のうち、知った媒体は（複数回答）

知らなかった

テレビ

ポスター

無回答
合計

業務の下請負を行っている

業務の下請負を行っていない

無回答

合計

その他

無回答

新聞

知っていたと回答した使用者のうち、知った媒体は（複数回答）

インターネットＨＰ

商工会等の会報誌

変更なし

無回答

合計

知っていた

知らなかった

②「鳥取県最低賃金」の金額について

変更あり

合計

知っており活用した
知っていたが活用しなかった

知らなかった

合計

テレビ

930　円
945　円

918　円

800　円
910　円

920　円

合計

会合

ラジオ
新聞

市町村広報誌
ポスター

インターネットＨＰ

改定するべきと答えた使用者が適当と回答した金額
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現在

性別 （人） 問１　昨年の６月以降の基本給の改定について
男 30 36%
女 53 63% 引上げがあった 52 62%

無回答 1 1% 引下げがあった 0 0%
合計 84 100% なかった 29 35%

無回答　 3 4%
年齢 （人） 合計 84 100%
10代 1 1%
20代 7 8%
30代 10 12% 最低賃金に関する事項
40代 19 23%
50代 22 26%
60代 13 15%
70代 9 11% 知っていた 78 93%
80代 0 0% 知らなかった 6 7%
無回答 3 4% 無回答 0 0%
合計 84 100% 合計 84 100%

家計主体者 （人）

はい 28 33%
いいえ 54 64% テレビ 41 29%
無回答 2 2% ラジオ 8 6%
合計 84 100% 新聞 31 22%

市町村広報誌 10 7%
ポスター 15 11%

勤続年数 （人） ※月数は切捨て インターネットＨＰ 17 12%
1年未満 8 10% 商工会等の会報誌 7 5%
1年 4 5% 会合 0 0%
2年 10 12% その他 11 8%
3年 2 2% 合計 140 100%
4年 6 7%
5年 3 4%

６年～10年 14 17%
11年～20年 20 24%
21年～30年 8 10% 知っていた 64 82%
31年以上 4 5% 知らなかった 13 17%
無回答 5 6% 無回答 1 1%
合計 84 100% 合計 78 100%

雇用形態 （人）

正規労働者 49 58% テレビ 30 26%
非正規労働者 33 39% ラジオ 4 3%
無回答 2 2% 新聞 29 25%
合計 84 100% 市町村広報誌 11 9%

ポスター 14 12%
インターネットＨＰ 13 11%

就業形態 （人） 商工会等の会報誌 7 6%
一般労働者 56 67% 会合 0 0%
短時間労働者 26 31% その他 8 7%
無回答 2 2% 合計 116 100%
合計 84 100%

知っていたと回答した労働者のうち、知った媒体は
　　　　　　　　　　　（複数回答）

定められていることを知っていたと答えた労働者のう
ち、知った媒体は　　（複数回答）

「鳥取県最低賃金」の金額について

令和６年度　鳥取県最低賃金の改正に係る意見聴取結果(労働者)

R6.7.26

問５　「鳥取県最低賃金」が定められていることについて

（人）

（人）

（人）

（人）

（人）
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問６　「鳥取県最低賃金」を改定するべきか

67 80%
12 14%
5 6%
84 100%

2 3%
1 1%
17 25%
1 1%
1 1%
2 3%
31 46%
1 1%
3 4%
2 3%
2 3%
1 1%
3 4%
67 100%

　　　【タクシー運転者】

　　基本給の賃金形態 歩合給の場合最低保証の定め
1 17% 2 50%
3 50% 2 50%
1 17% 0 0%
1 17% 4 100%
6 100%

固定給のみ 有
固定給＋歩合給 無

960円

1000円

970円

無回答

1004円
1100円

無回答

合計

1200円

合計
合計

980円

930円
920円

無回答

合計
無回答

改定するべき
改定する必要はない

完全歩合給

1500円
わからない

950円

問７　改定するべきと答えた労働者が適当と回答した金額

（人）

（人）

（人） （人）
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2
7
年
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「

推
計
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口
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そ
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の

年
次

）
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雇
用

者
一

人
当

た
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の
指

標
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常
住

地
ベ

ー
ス

、
就

業
者

一
人

当
た

り
の

指
標

は
就

業
地

ベ
ー

ス
に

よ
っ

て
算

出
。
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